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野々市市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金について 

 

このことについて、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

○趣旨 

エネルギー価格の高騰により厳しい経営環境におかれている市内事業者を支援するため、

市独自の支援金を交付します。 

 

〇対象事業者 

・中小企業基本法に規定する中小企業者であり、令和５年４月１日以前から事業を営んで

いること（法人・個人） 

・確定申告の納税地が市内であること 

・前年の年間事業収入が60万円以上あること 

 

〇支援金の額 

１カ月分の光熱費支払額 ３万円以上 10万円未満・・・３万円 

１カ月分の光熱費支払額 10万円以上・・・・・・・・10万円 

※令和４年７月～令和５年６月のいずれか１カ月分 

 

○申請受付期間 

 令和５年７月３日（月）から令和５年９月 29日（金）まで 

 

○その他 

 手続き等の詳細は、後日、市ホームページでお知らせします。 

 

 

野々市市地域政策部地域振興課 担当：池多 TEL：076-227-6160 

 

～関連するＳＤＧｓのゴール～ 

    
 

 

 


